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特別委員会委員長報告
12 月定例会における特別委員会からの報告を掲載します

行
財
政
改
革
推
進
特
別
委
員
会

特別委員会委員長報告
指
定
管
理
の
状
況

　

（
奥
物
部
ふ
れ
あ
い
プ

ラ
ザ
）

　

現
在
は
社
会
福
祉
協
議

会
に
委
託
し
て
い
る
。

　

「
指
定
管
理
料
３
１
０

万
５
千
円
の
積
算
根
拠
は
」

に
対
し
「
貸
し
館
・
清
掃

業
務
等
で
あ
り
、
見
積
り

を
審
査
の
上
、契
約
し
た
」

と
答
弁
。

　

委
員
よ
り
、
管
理
料
の

審
査
を
す
る
に
当
た
っ
て

契
約
書
を
委
員
会
へ
提
出

す
る
よ
う
求
め
る
質
疑
が

あ
っ
た
。

職
員
の
病
気
等
に
よ
る
休

暇
状
況

　

「
メ
ン
タ
ル
面
で
の
掌

握
は
、
保
健
師
の
力
も
借

り
て
、
病
気
休
暇
を
防
い

で
ほ
し
い
。
ま
た
、
課
内

で
日
常
的
に
チ
ェ
ッ
ク
で

き
る
人
の
確
保
を
」
に
対

し
「
管
理
職
に
は
職
員
管

理
の
徹
底
を
呼
び
掛
け
て

い
る
」
と
答
弁
。

　

９
月
29
日
の
委
員
会
で

は
「
地
方
創
生
に
関
す
る

政
策
提
言
に
つ
い
て
」

　

７
月
30
日
付
で
市
長
よ

り
取
り
ま
と
め
て
回
答
の

あ
っ
た
も
の
の
中
か
ら
、

前
回
の
委
員
会
で
は
質
疑

を
行
え
な
か
っ
た
残
余
の

分
に
つ
い
て
、
担
当
課
よ

り
説
明
を
受
け
、
質
疑
・

意
見
交
換
等
を
行
っ
た
。

　

産
業
振
興
課
関
連
で
は

「
道
の
駅
に
つ
い
て
」「
農

地
の
斡
旋
シ
ス
テ
ム
に
つ

い
て
」

　

総
務
課
関
連
で
は

「
Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
活
用
し
た
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
の
情

報
発
信
の
推
進
に
つ
い

て
」
（
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク

と
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
つ
い

て
等
）

　

ま
ち
づ
く
り
推
進
課
関

連
で
は
「
仲
人
さ
ん
育
成

機
構
改
革
の
現
状
と
課
題

　

環
境
班
を
上
下
水
道
課

に
移
す
に
当
た
り
、
人
員

増
を
求
め
る
質
疑
が
あ
り

「
旧
土
佐
山
田
町
で
は
、

環
境
下
水
道
課
と
し
て
設

置
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、

簡
易
水
道
は
平
成
28
年
度

に
委
託
す
る
準
備
を
し
て

い
る
の
で
、
職
員
の
負
担

は
減
る
と
思
う
。
定
員
管

理
の
中
で
、
人
員
増
は
考

え
に
く
い
」
と
の
見
解
が

示
さ
れ
た
。

　

収
納
課
と
税
務
課
の
統

合
に
つ
い
て
「
収
納
課
が

設
置
さ
れ
た
経
緯
を
踏
ま

え
た
説
明
が
重
要
で
は
」

と
の
質
疑
が
あ
り
「
税
の

徴
収
率
は
向
上
し
て
い
る
。

平
成
28
年
度
か
ら
は
、
コ

ン
ビ
ニ
収
納
に
取
り
組
む

予
定
で
あ
る
」
と
の
答
弁

が
あ
っ
た
。

定
住
人
口
増
加
促
進
特
別
委
員
会

事
業
と
結
婚
祝
い
金
に
つ

い
て
」
「
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ

ン
ビ
デ
オ
の
利
活
用
や
著

作
権
に
つ
い
て
」
等
に
関

連
し
た
質
疑
・
意
見
交
換

等
を
行
っ
た
。

　

10
月
27
日
の
委
員
会
で

は
「
農
地
法
の
概
要
に
つ

い
て
」
高
知
農
業
会
議
の

資
料
等
に
基
づ
き
説
明
を

受
け
た
後
、
質
疑
・
意
見

交
換
等
を
行
っ
た
。

　

「
下
限
面
積
の
設
定
は

ど
の
よ
う
に
さ
れ
る
の
か
」

と
の
質
疑
に
対
し
「
下
限

面
積
は
農
業
委
員
会
の
専

権
事
項
で
あ
り
、
総
会
で

毎
年
適
切
で
あ
る
か
確
認

し
て
決
め
て
い
く
」
と
答

弁
。

　

「
決
め
る
過
程
で
市
の

関
与
は
」
と
の
質
疑
に
対

し
「
法
律
上
は
位
置
づ
け

ら
れ
て
い
な
い
が
、
そ
の

過
程
で
市
当
局
や
市
議
会

と
地
域
の
実
情
等
に
つ
い

て
の
意
見
交
換
の
場
が
あ

れ
ば
あ
り
が
た
い
と
思

う
」
と
答
弁
。

　

「
雲
南
市
の
事
例
に
つ

い
て
」
で
は
「
島
根
県
が

１
㌃
を
設
定
し
た
の
は
、

ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
に
応
じ

た
半
農
半
Ｘ
と
い
う
移
住

の
仕
方
を
地
域
か
ら
提
案

し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ

た
と
思
う
。
高
知
県
で
も

産
地
提
案
型
と
い
う
取
り

組
み
が
さ
れ
て
い
る
」
と

答
弁
。

　

「
県
の
関
与
は
無
く
市

単
独
で
で
き
る
の
か
」
と

の
質
疑
に
対
し
「
市
の
判

断
で
あ
る
」
と
答
弁
が
あ

っ
た
。

　
　
お
知
ら
せ

　

９
月
18
日
に
甲
藤
邦

廣
議
員
が
監
査
委
員
に

選
任
さ
れ
、
利
根
健
二

議
員
が
香
南
香
美
衛
生

組
合
議
会
議
員
に
指
名

さ
れ
ま
し
た
。

特別委員会委員長報告
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